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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第８期 

第２四半期累計期間 
第７期 

会計期間 
自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日 

自 2019年１月１日 
至 2019年12月31日 

売上高 （千円） 1,081,414 1,721,107

経常損失（△） （千円） △262,644 △798,928

四半期（当期）純損失（△） （千円） △265,093 △789,757

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － 

資本金 （千円） 1,097,402 1,097,402

発行済株式総数 

 普通株式 

 Ａ種優先株式 

 Ｂ種優先株式 

 Ｃ種優先株式

（株） 

 

 

 

 

 

24,900

6,650

2,191

2,721

 

24,900

6,650

2,191

2,721

純資産額 （千円） 664,903 929,997

総資産額 （千円） 1,598,558 1,922,432

１株当たり四半期（当期）純損失

（△） 
（円） △35.49 △105.72

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 
（円） － － 

１株当たり配当額 （円） － － 

自己資本比率 （％） 41.5 48.3

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
（千円） △206,790 △698,539 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
（千円） △7,944 △602,788 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
（千円） △108,162 2,115,082 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（千円） 711,761 1,034,658 

 

回次 
第８期 

第２四半期会計期間 

会計期間 
自 2020年４月１日 
至 2020年６月30日 

１株当たり四半期純損失（△） （円） △14.17 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。 

４．第７期及び第８期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在

株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、１株当

たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。 

５．当社は、第７期第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第７期第２四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 
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６．2020年８月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年９月14日付で株式１株につき300株の株式分割を行っ

ておりますが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純損失を算定

しております。 
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２【事業の内容】

 当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社はな

く、その状況に変更はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

 

(1）経営成績の状況 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費が消費税による落ち込みから徐々に持ち直しの基調に向

かいはじめておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動の減速による景気の悪化が懸念さ

れ、先行きが見通せない状況にあります。 

 当社が属するモバイルアプリ業界においては、iPhoneが誕生し2020年で約13年が経ち、現在はアプリがWebにア

クセスする際のNo.1プラットフォームとなりました。次の10年は、アプリの利用企業の裾野がさらに広がり、ビジ

ネスやマーケティングのあり方を次々に刷新していくと当社は考えております。 

 このような環境において、当社は、プログラミング不要で誰でも手軽に高品質なスマートフォンアプリを開発・

運営できるYappli（ヤプリ）を提供しております。世の中のあらゆる体験がスマートフォンにシフトするのに合わ

せ、企業の自社アプリのニーズは急速に高まっております。その結果、当社のメインサービスであるYappliの月額

システム利用料および初期制作が好調に推移しました。また、新規顧客獲得のために積極的な広告宣伝を実施しま

した。 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高1,081,414千円、営業損失259,304千円、経常損失262,644千

円、四半期純損失265,093千円となりました。 

 なお、当社はアプリ運営プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。 

 

(2）財政状態の分析

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産合計は1,598,558千円となり、前事業年度末に比べ323,873千円減少いたし

ました。これは主に、現金及び預金が322,896千円減少したことによるものであります。

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は933,655千円となり、前事業年度末に比べ58,779千円減少いたしま

した。これは主に、借入金の返済により短期借入金が79,000千円減少したことによるものであります。

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は664,903千円となり、前事業年度末に比べ265,093千円減少いたし

ました。これは主に、四半期純損失の計上により利益剰余金が265,093千円減少したことによるものであります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、711,761千円となり、前

事業年度に比べ322,896千円減少となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は206,790千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を262,644千円計

上した一方で、未払金が65,520千円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は7,944千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が7,944千円

あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は108,162千円となりました。これは、短期借入金の純減少額が79,000千円、長

期借入金の返済による支出が29,162千円あったことによるものであります。 
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(4）経営方針・経営戦略等 

 当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。 

 

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。 

 

(6）研究開発活動 

 当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、6,068千円であります。

 なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 970,000 

Ａ種優先株式 10,000 

Ｂ種優先株式 10,000 

Ｃ種優先株式 10,000 

計 1,000,000 

（注）１．2020年８月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、2020年９月14日付で、Ａ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総

数を30,000株増加し、1,000,000株としております。 

２．2020年8月25日開催の臨時株主総会における決議により、2020年９月14日付株式分割に伴う定款の変更を行

い、発行可能株式総数は42,754,400株増加し、43,754,400株となっております。

 

②【発行済株式】

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（2020年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2020年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 24,900 11,313,600 非上場 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。 

また、単元株式数は

100株であります。 

（注）１，２，３，

４ 

Ａ種優先株式 6,650 － 非上場 （注）１，５ 

Ｂ種優先株式 2,191 － 非上場 （注）１，５ 

Ｃ種優先株式 2,721 － 非上場 （注）１，２，５ 

計 36,462 11,313,600 － － 

（注）１．2020年８月25日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてにつき、定款に

定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年８月25日付で自己株式として取得し、対価として普通

株式を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、2020年８月

25日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

２．2020年９月４日付で第５回新株予約権の権利行使が行われたことから、Ｃ種優先株式1,250株を発行しており

ます。また、2020年９月11日付で株主からの取得請求権行使があったことから、新たに発行されたＣ種優先株

式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当社が取得したＣ種優先

株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより発行済株式総数は1,250株増加

し、37,712株となっております。

３．2020年８月25日開催の取締役会決議により、2020年９月14日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は11,275,888株増加し、11,313,600株となっております。 

４．2020年８月25日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年９月14日付で単元株式数100株とする

単元株制度を採用しております。

５．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の内容 

（１）Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＣ種優先配当金 

2020/11/10 21:53:28／20675396_株式会社ヤプリ_公開申請書類（第２四半期）

- 6 -



① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、第一に、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優

先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」とい

う。）、及びＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ

種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」とい

う。）、及び普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、それぞれの事業年度ごとに、Ｃ種優先株式１株につ

き、後記（２）「残余財産の分配」の①（ａ）に定めるＣ種基準価額（後記（２）「残余財産の分配」

の⑥に基づき基準価額が調整された場合にはその調整後の金額を意味する。）に３%を乗じた金額に後記

（３）「普通株式への転換請求権」の③で定めるＣ種優先株式１株に対して交付する普通株式数を乗じ

た額と同額の配当金（以下「Ｃ種優先配当金」という。）を、Ｂ種優先株式１株につき、後記（２）

「残余財産の分配」の①（ａ）に定めるＢ種基準価額（後記（２）「残余財産の分配」の⑤に基づき基

準価額が調整された場合にはその調整後の金額を意味する。）に３%を乗じた金額に後記（３）「普通株

式への転換請求権」の③で定めるＢ種優先株式１株に対して交付する普通株式数を乗じた額と同額の配

当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を同順位で配当する。第二に、Ａ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれの事業年度ごとに、Ａ種優

先株式１株につき、後記（２）「残余財産の分配」の①（ｂ）に定めるＡ種基準価額（後記（２）「残

余財産の分配」の④に基づき基準価額が調整された場合にはその調整後の金額を意味する。）に３%を乗

じた金額に後記（３）「普通株式への転換請求権」の③で定めるＡ種優先株式１株に対して交付する普

通株式数を乗じた額と同額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を配当する。なお、当社がさ

らに剰余金の配当を行う場合には普通株主又は普通登録株式質権者に対してのみ配当するものとする。 

② ある事業年度においてＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額がＣ種優先

配当金の額に達しないとき、又はＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額

がＢ種優先配当金の額に達しないとき、又はＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う

配当金の額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、それぞれの不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。 

③ Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて配当は行わず、Ｂ種優

先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わず、Ａ種優先株主

又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

 

（２）残余財産の分配 

① 残余財産の総額が金50億円未満の場合 

（ａ）当社は、残余財産の分配をするときは、第一に、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、及びＢ

種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、及び普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき金525,000円（以下本「残余財産

の分配」において「Ｃ種基準価額」という。）と同額（以下「Ｃ種優先分配額」という。）、Ｂ種優

先株式１株につき金180,000円（以下本「残余財産の分配」において「Ｂ種基準価額」という。）と

同額（以下「Ｂ種優先分配額」という。）に達するまで同順位で分配を行う。 

（ｂ）上記（ａ）の分配が完了した後、なお残余財産がある場合には、当社は、第二に、Ａ種優先株主又は

Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につ

き金50,000円（以下本「残余財産の分配」において「Ａ種基準価額」という。）と同額（以下「Ａ種

優先分配額」という。）に達するまで分配を行う。 

（ｃ）上記（ａ）及び（ｂ）の分配が完了した後、なお残余財産がある場合には、当社は、第三に、普通株

主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先

登録株式質権者、並びにＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して持株数に応じて平等な割

合で分配を行う。 

② 残余財産の総額が金50億円以上金120億円未満の場合 

（ａ）当社は、残余財産の分配をするときは、第一に、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、及びＢ

種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、及び普

通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につきＣ種優先分配額、Ｂ種優先株式１

株につきＢ種優先分配額に達するまで分配を行う。 
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（ｂ）上記（ａ）の分配が完了した後、なお残余財産がある場合には、第二に、当社は、普通株主又は普通

登録株式質権者、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質

権者、並びにＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して持株数に応じて平等な割合で分配を

行う。 

③ 残余財産の総額が金120億円以上の場合 

当社は、普通株主又は普通登録株式質権者、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主

又はＢ種優先登録株式質権者、並びにＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して持株数に応じ

て平等な割合で分配を行う。 

④ Ａ種基準価額は、下記の定めに従い調整される。 

（ａ）Ａ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ａ種基準価額は以下のとおり調整される。なお、

「分割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の

発行済株式総数で除した数を意味するものとする。 

１ 
調整後Ａ種基準価額 ＝ 当該調整前のＡ種基準価額 × ───────── 

分割・併合の比率 

（ｂ）Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行っ

たときは、Ａ種基準価額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ａ種優先株式数」か

らは、当該発行又は処分の時点における当社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外す

るものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株式

（Ａ種優先株式）の数」と読み替えるものとする。 

既発行Ａ種   当該調整前    新発行Ａ種   １株当たり 

優先株式数 × Ａ種基準価額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後Ａ種基準価額 ＝ ──────────────────────────── 
既発行Ａ種優先株式数 ＋ 新発行Ａ種優先株式数 

（ｃ）上記（ａ）及び（ｂ）における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

⑤ Ｂ種基準価額の調整については、上記④の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｂ種」と読み替えて適用されるものとする。 

⑥ Ｃ種基準価額の調整については、上記④の規定を準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とある

のは、「Ｃ種」と読み替えて適用されるものとする。 

 

（３）普通株式への転換請求権（取得請求権） 

Ａ種優先株主は、株主となった日の翌日以降、当社に対して、Ａ種優先株式を取得することを、Ｂ種優先株

主は、株主となった日の翌日以降、当社に対して、Ｂ種優先株式を取得することを、Ｃ種優先株主は、株主

となった日の翌日以降、当社に対して、Ｃ種優先株式を取得することを、それぞれ請求することができるも

のとし、当社は、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主又はＣ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式、Ｂ種優

先株式又はＣ種優先株式を取得するのと引換えに、下記に定める条件で当社の普通株式を当該Ａ種優先株

主、Ｂ種優先株主又はＣ種優先株主に対して交付するものとする。 

① 当初取得価額 

Ａ種優先株式の取得価額（以下「Ａ種取得価額」という。）は、当初、１株につき金50,000円、Ｂ種優先

株式の取得価額（以下「Ｂ種取得価額」という。）は、当初、１株につき金180,000円、Ｃ種優先株式の取

得価額（以下「Ｃ種取得価額」という。）は、当初、１株につき金525,000円とする。 

② 取得価額の調整 

（ａ）Ａ種優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりＡ種取得価額を

調整する。 

（ⅰ）株式分割により当社の普通株式を発行する場合、以下の算式によりＡ種取得価額を調整する。但

し、以下の算式においては、当社の保有する当社の普通株式（以下「自己株式」という。）の数及

び株式分割により自己株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。 

株式分割前発行済株式数 

調整後Ａ種取得価額 ＝ 調整前Ａ種取得価額 ×───────────── 
株式分割後発行済株式数 
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調整後のＡ種取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降（株式分割のための株主割当日

がない場合は、当社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降）これを適用

する。 

（ⅱ）当社の普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって以下の算式により、Ａ

種取得価額を調整する。但し、以下の算式においては、自己株式の数は含まないものとする。 

株式併合前発行済株式数 
調整後Ａ種取得価額 ＝ 調整前Ａ種取得価額 ×───────────── 

株式併合後発行済株式数 

（ⅲ）調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって当社の普通株式を発行又は自己株式

を処分する場合（但し、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、そ

の他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し

得る地位を伴う証券又は権利に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の

請求又は一定の事由の発生による場合を除く。）、次の算式（以下「Ａ種取得価額調整式」とい

う。）によりＡ種取得価額を調整する。なお、調整後のＡ種取得価額は、払込期日（会社法第209

条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降、または、募集のため

の株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。なお、自己株式処分の場合には、

次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株

当たりの処分価額」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 
（既発行株式数－自己株式数）＋ ────────────────── 

調整前Ａ種取得価額 
調整後Ａ種取得価額 ＝ 調整前Ａ種取得価額 ×──────────────────────── 

（既発行済株式数－自己株式数）＋新規発行株式数 

但し、本（ⅲ）によるＡ種取得価額の調整は、Ａ種優先株式の発行済株式数の過半数を有するＡ種

優先株主がかかる調整を不要とした場合には調整は行われない。 

（ⅳ）調整前のＡ種取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新

株予約権もしくはその他の証券を発行又は処分する場合、かかる株式、新株予約権もしくはその他

証券の払込期日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式、新株予約権もしくはその他

の証券の全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、Ａ種取得価

額調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後

のＡ種取得価額とする。調整後のＡ種取得価額は、払込期日（会社法第209条第１項第２号が適用

される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合は、その日の

翌日以降これを適用する。但し、本（ⅳ）によるＡ種取得価額の調整は、当社又は当社の子会社若

しくは関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年十一月二十七

日大蔵省令第五十九号。その後の改正を含む。）第８条に定める「子会社」及び「関連会社」を意

味する。以下同じ。）の取締役、監査役、従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的と

して発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。また、Ａ種取得価

額の調整は、Ａ種優先株式の発行済株式数の過半数を有するＡ種優先株主がかかる調整を不要とし

た場合には調整は行われない。 

（ⅴ）新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの払込金額が調整前のＡ種取得価額を下回

ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある

場合はその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、Ａ種取得価額調整式にお

いて「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後のＡ種取得価

額とする。調整後のＡ種取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降これを適用する。但

し、本（ⅴ）によるＡ種取得価額の調整は、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監

査役、従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的として発行される普通株式を目的とす

る新株予約権には適用されないものとする。また、本（ⅴ）によるＡ種取得価額の調整は、Ａ種優

先株式の発行済株式数の過半数を有するＡ種優先株主がかかる調整を不要とした場合には調整は行

われない。 

（ｂ）上記（ａ）に掲げた事由によるほか、次の（ⅰ）ないし（ⅳ）に該当する場合には、当社はＡ種優先

株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の

Ａ種取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、Ａ種取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 
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（ⅰ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、若しくは資本の減少のためにＡ種取得価額の調整を必要と

するとき。 

（ⅱ）前（ⅰ）のほか、当社の発行済普通株式数（但し、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。）

の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＡ種取得価額の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）上記（ａ）の（ⅳ）に定める株式、新株予約権又はその他の証券につき、その取得・行使等により

普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式すべてが転換された場合を除く。 

（ⅳ）上記（ａ）の（ⅴ）に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権すべて

につき行使請求が行われた場合を除く。 

（ｃ）Ａ種取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。 

（ｄ）Ａ種取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後Ａ種取得価額と調整前Ａ種取得価額との差額が

１円未満にとどまるときは、Ａ種取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後Ａ種取得価額の調

整を必要とする事由が発生し、Ａ種取得価額を算出する場合には、調整前Ａ種取得価額はこの差額を

差引いた額とする。 

（ｅ）Ａ種取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録

株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後のＡ種取得価額、適用の日及びその他の必要事

項を通知しなくてはならない。 

（ｆ）Ｂ種取得価額は、上記（ａ）から（ｅ）の定めを準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあ

るのは、「Ｂ種」と読み替えて適用されるものとする。 

（ｇ）Ｃ種取得価額は、上記（ａ）から（ｅ）の定めを準用して調整されるものとし、規定中「Ａ種」とあ

るのは、「Ｃ種」と読み替えて適用されるものとする。 

③ 転換により交付すべき普通株式数 

（ａ）Ａ種優先株式１株の取得を請求されたことにより当社が交付すべき普通株式の株式数は、次のとおり

とする。 

Ａ種優先株式１株当たりの払込金額 
Ａ種優先株式１株に対して交付する普通株式数 ＝ ───────────────── 

Ａ種取得価額 

但し、Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額は、Ａ種優先株式につき株式分割、株式併合又はこれに

類する事由があった場合には、各比率に応じて適切に調整される。 

（ｂ）Ｂ種優先株式１株の取得を請求されたことにより当社が交付すべき普通株式の株式数は、次のとおり

とする。 

Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額 
Ｂ種優先株式１株に対して交付する普通株式数 ＝ ───────────────── 

Ｂ種取得価額 

但し、Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額は、Ｂ種優先株式につき株式分割、株式併合又はこれに

類する事由があった場合には、各比率に応じて適切に調整される。 

（ｃ）Ｃ種優先株式１株の取得を請求されたことにより当社が交付すべき普通株式の株式数は、次のとおり

とする。 

Ｃ種優先株式１株当たりの払込金額 
Ｃ種優先株式１株に対して交付する普通株式数 ＝ ───────────────── 

Ｃ種取得価額 

但し、Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額は、Ｃ種優先株式につき株式分割、株式併合又はこれに

類する事由があった場合には、各比率に応じて適切に調整される。 

（ｄ）上記（ａ）から（ｃ）に定める普通株式の数の算出にあたって各Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主又はＣ

種優先株主に交付される普通株式の総数に１株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条第３

項の規定に従ってこれを取り扱う。 

 

（４）普通株式を対価とする取得条項 

① 主幹事証券会社からのＡ種優先株式の取得についての要請に基づき、当社が当社の発行する普通株式に

つき、金融商品取引所への上場申請を当社の取締役会において決議した日に、その前日までに取得請求

のなかったＡ種優先株式を全て取得し、引き換えにＡ種優先株主に対して、上記（３）「普通株式への
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転換請求権」に基づいて定められるその時点におけるＡ種優先株式の１株当たりの払込金額をＡ種取得

価額で除して得られる数の普通株式を交付する。 

② 主幹事証券会社からのＢ種優先株式の取得についての要請に基づき、当社が当社の発行する普通株式に

つき、金融商品取引所への上場申請を当社の取締役会において決議した日に、その前日までに取得請求

のなかったＢ種優先株式を全て取得し、引き換えにＢ種優先株主に対して、上記（３）「普通株式への

転換請求権」に基づいて定められるその時点におけるＢ種優先株式の１株当たりの払込金額をＢ種取得

価額で除して得られる数の普通株式を交付する。 

③ 主幹事証券会社からのＣ種優先株式の取得についての要請に基づき、当社が当社の発行する普通株式に

つき、金融商品取引所への上場申請を当社の取締役会において決議した日に、その前日までに取得請求

のなかったＣ種優先株式を全て取得し、引き換えにＣ種優先株主に対して、上記（３）「普通株式への

転換請求権」に基づいて定められるその時点におけるＣ種優先株式の１株当たりの払込金額をＣ種取得

価額で除して得られる数の普通株式を交付する。 

④ 上記①から③に定める普通株式の数の算出にあたって、各Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主又はＣ種優先株

主に交付される普通株式の総数に１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条第１項の規定に従

ってこれを取り扱う。 

 

（５）議決権 

Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主及びＣ種優先株主は、普通株主と同様に、株主総会においてＡ種優先株式１株

につき１個の議決権、Ｂ種優先株式１株につき１個の議決権、Ｃ種優先株式１株につき１個の議決権を有す

る。 

 

（６）種類株主総会（拒否権） 

① 当社が以下の事項を行うためには、取締役会又は株主総会の決議に加えて、Ａ種優先株主による種類株

主総会、Ｂ種優先株主による種類株主総会及びＣ種優先株主による種類株主総会の決議を得るものとす

る。 

（１）会社の目的、商号、本店所在地、授権株式数の変更またはその他定款の変更 

（２）資本の減少 

（３）自己株式の買受 

（４）株式の分割、併合または種類変更 

（５）配当又は中間配当 

（６）合併、株式交換、株式移転又は会社分割。但し、会社法上株主総会を必要としない場合を除く。 

（７）営業もしくは事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、譲受。但し、会社法上株主総会を必要としな

い場合を除く。 

（８）解散または清算 

② 前項の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（７）金銭と引換えにする取得請求権 

① 優先株主は、当社が、事業譲渡又は会社分割により、当社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に移

転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として30日間（以下、本「金銭と引換えにする取得

請求権」において「取得請求期間」という。）に限り、保有する優先株式の全部又は一部を取得しその

取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付することを当社に請求することができる。 

② 上記①の請求は、対象となる優先株式を特定した書面を当社に交付することにより行うものとし、取得

請求期間の満了時に効力が生じるものとする。 

③ 本条による優先株式の取得と引換えに交付される１株当たりの金銭は、それぞれ、以下に定める金額

（以下本項において「取得金額」という。）とする。 

（ａ）Ｃ種優先株式 
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取得請求期間の初日に当社が解散したとみなして前記（２）「残余財産の分配」を適用した場合にＣ

種優先株式１株につき分配される額に相当する金額。但し、取得請求を行ったＣ種優先株主が、これ

よりも低い金額に同意した場合には、当該金額をもって取得金額とする。 

（ｂ）Ｂ種優先株式 

取得請求期間の初日に当社が解散したとみなして前記（２）「残余財産の分配」を適用した場合にＢ

種優先株式1株につき分配される額に相当する金額。但し、取得請求を行ったＢ種優先株主が、これ

よりも低い金額に同意した場合には、当該金額をもって取得金額とする。 

（ｃ）Ａ種優先株式 

取得請求期間の初日に当社が解散したとみなして前記（２）「残余財産の分配」を適用した場合にＡ

種優先株式1株につき分配される額に相当する金額。但し、取得請求を行ったＡ種優先株主が、これ

よりも低い金額に同意した場合には、当該金額をもって取得金額とする。 

④ 上記①による取得の請求があった場合、当社は取得請求期間の満了時において請求の対象となった優先

株式を取得するものとし、直ちに取得金額に対象となる株式数を乗じた金額を優先株主に支払うものと

する。 

 

（８）優先分配 

① 前記（１）「Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＣ種優先配当金」の定めにかかわらず、当社は、当

社が吸収分割をする場合において会社法（平成17年法律第86号）第758条第８号ロ若しくは同法第760条

第７号ロに規定する剰余金の配当をするとき、又は当社が新設分割をする場合において同法第763条第１

項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定する剰余金の配当をするときには、当該配当の基

準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者、Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者並びにＣ種優先株主又はＣ種優先登録

株式質権者に対し、前記（２）「残余財産の分配」を適用した場合に分配される普通株式１株につき分

配される額に相当する金額、Ａ種優先株式１株につき分配される額に相当する金額、Ｂ種優先株式１株

につき分配される額に相当する金額、Ｃ種優先株式１株につき分配される額に相当する金額をそれぞれ

配当する。 

② 上記①に基づく配当財産の計算上生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総数 
増減数（株） 

発行済株式総数 
残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

2020年４月１日～ 

2020年６月30日 
－ 

普通株式

24,900 

A種優先株式

6,650

B種優先株式

2,191

C種優先株式

2,721

－ 1,097,402 － 1,097,402

 （注）１．2020年８月25日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてにつき、定款

に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年８月25日付で自己株式として取得し、対価として

普通株式を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、2020

年８月25日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

２．2020年９月４日付で第５回新株予約権の権利行使が行われたことから、Ｃ種優先株式1,250株を発行してお

ります。また、2020年９月11日付で株主からの取得請求権行使があったことから、新たに発行されたＣ種優

先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当社が取得したＣ

種優先株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより発行済株式総数は

1,250株増加し、37,712株となっております。

３．2020年８月25日開催の取締役会決議により、2020年９月14日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分

割を行っております。これにより発行済株式総数は11,275,888株増加し、11,313,600株となっております。 

４．2020年８月25日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年９月14日付で単元株式数100株とす

る単元株制度を採用しております。
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（５）【大株主の状況】

2020年６月30日現在 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合 

（％） 

庵原 保文 東京都武蔵野市 7,827 21.47 

佐野 将史 東京都港区 7,827 21.47 

YJ１号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町１番３号 7,008 19.22 

グロービス４号ファンド 

投資事業有限責任組合 
東京都千代田区二番町５番１号 3,709 10.17 

黒田 真澄 千葉県柏市 2,763 7.58 

Eight Roads Ventures Japan Ⅱ 

L.P. 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, 

HM 19, Bermuda 
2,529 6.94 

Globis Fund IV, L. P. 

45 Market Street, Suite 3120 Gardenia 

Court, Camana Bay, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

2,224 6.10 

salesforce.com, inc. 

The Landmark @ One Market Street,Suite 

300 San Francisco, CA 94105 United 

States of America 

1,400 3.84 

テクノロジーベンチャーズ４号 

投資事業有限責任組合 
東京都港区北青山２丁目５番１号 600 1.65 

川田 尚吾 東京都世田谷区 160 0.44 

計 － 36,047 98.86 

（注）当社は、2020年９月14日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数に

ついては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2020年６月30日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 

普通株式   24,900 

Ａ種優先株式  6,650 

Ｂ種優先株式  2,191 

Ｃ種優先株式  2,721 

普通株式   24,900 

Ａ種優先株式  6,650 

Ｂ種優先株式  2,191 

Ｃ種優先株式  2,721 

「１（１）②発行済株

式」の「内容」の記載を

参照。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 36,462 － － 

総株主の議決権 － 36,462 － 

（注）１．2020年９月４日付で第５回新株予約権の権利行使が行われたことから、Ｃ種優先株式1,250株を発行しており

ます。また、2020年９月11日付で株主からの取得請求権行使があったことから、新たに発行されたＣ種優先株

式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当社が取得したＣ種優先

株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより発行済株式総数は1,250株増加

し、37,712株となっております。

２．2020年８月25日開催の取締役会決議により、2020年９月14日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は11,275,888株増加し、11,313,600株となっております。 

３．2020年８月25日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年９月14日付で単元株式数100株とする

単元株制度を採用しております。 

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。 

 

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第211条第６項の規定に基づき、第２四半期会計期間

（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に

係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

 当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。 
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2019年12月31日） 
当第２四半期会計期間 
（2020年６月30日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,034,658 711,761 

受取手形及び売掛金 201,005 227,993 

仕掛品 11,029 11,649 

その他 60,904 58,392 

貸倒引当金 △2,214 △5,088 

流動資産合計 1,305,382 1,004,708 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 170,323 163,914 

その他（純額） 40,146 38,205 

有形固定資産合計 210,470 202,119 

無形固定資産 119,203 104,790 

投資その他の資産    

敷金及び保証金 287,376 286,940 

投資その他の資産合計 287,376 286,940 

固定資産合計 617,049 593,850 

資産合計 1,922,432 1,598,558 

負債の部    

流動負債    

買掛金 6,772 5,696 

短期借入金 310,500 231,500 

1年内返済予定の長期借入金 81,242 118,742 

未払金 95,814 159,676 

未払法人税等 12,983 11,552 

その他 137,195 125,221 

流動負債合計 644,507 652,389 

固定負債    

長期借入金 347,928 281,266 

固定負債合計 347,928 281,266 

負債合計 992,435 933,655 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,097,402 1,097,402 

資本剰余金 1,097,402 1,097,402 

利益剰余金 △1,266,695 △1,531,789 

株主資本合計 928,109 663,015 

新株予約権 1,887 1,887 

純資産合計 929,997 664,903 

負債純資産合計 1,922,432 1,598,558 
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 
（自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日） 

売上高 1,081,414 

売上原価 496,468 

売上総利益 584,946 

販売費及び一般管理費 ※ 844,251 

営業損失（△） △259,304 

営業外収益  

受取利息 7 

営業外収益合計 7 

営業外費用  

支払利息 3,347 

営業外費用合計 3,347 

経常損失（△） △262,644 

税引前四半期純損失（△） △262,644 

法人税等 2,449 

四半期純損失（△） △265,093 
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 

（自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △262,644 

減価償却費 14,991 

のれん償却額 14,058 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,873 

受取利息 △7 

支払利息 3,347 

売上債権の増減額（△は増加） △26,988 

たな卸資産の増減額（△は増加） △619 

前払費用の増減額（△は増加） △12,775 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,312 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,075 

未払金の増減額（△は減少） 65,520 

未払費用の増減額（△は減少） △48,560 

前受金の増減額（△は減少） 368 

預り金の増減額（△は減少） △8,287 

その他 59,404 

小計 △199,082 

利息の受取額 7 

利息の支払額 △3,376 

法人税等の支払額 △4,339 

営業活動によるキャッシュ・フロー △206,790 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,944 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,944 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △79,000 

長期借入金の返済による支出 △29,162 

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,162 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,896 

現金及び現金同等物の期首残高 1,034,658 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 711,761 
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
当第２四半期累計期間 

（自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日） 

給与及び手当 248,022千円 

広告宣伝費 230,363 

貸倒引当金繰入額 2,873 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。 

 
当第２四半期累計期間 

（自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日） 

現金及び預金勘定 711,761千円 

現金及び現金同等物 711,761 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

当第２四半期累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） 

 当社は、アプリ運営プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第２四半期累計期間 

（自 2020年１月１日 
至 2020年６月30日） 

１株当たり四半期純損失（△） △35円49銭 

（算定上の基礎）  

四半期純損失（△）（千円） △265,093 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △265,093 

普通株式の期中平均株式数（株） 7,470,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要 

－ 

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場である

ため、期中平均株価が把握できませんので、また、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。

２．2020年９月14日付で普通株式１株につき300株の株式分割を行っておりますが、期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定しております。

 

（重要な後発事象）

１．優先株式の取得及び消却 

 当社は、2020年８月25日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてに

つき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年８月25日付で自己株式として取得し、

対価として普通株式を交付しております。

 また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、2020年８月25日付で会社法第178

条に基づきすべて消却しております

 

優先株式の普通株式への交換状況

（１）取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式            6,650株

Ｂ種優先株式            2,191株

Ｃ種優先株式            2,721株

（２）交換により交付した普通株式数   11,562株

（３）交換後の発行済普通株式数     36,462株

 

 

２．新株予約権の行使等

 当社が発行いたしました第５回新株予約権は、2020年９月４日付で、そのすべてについて権利行使されま

した。その概要は以下のとおりであります。 

（１）行使された新株予約権の数         1,250個

（２）交付株式数         Ｃ種優先株式 1,250株

（３）資本金増加額             375,000千円

（４）資本準備金増加額           375,000千円

 

 また、2020年９月11日付で株主からの取得請求権行使があったことから、新たに発行されたＣ種優先株式

すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当社が取得したＣ種優先

株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより発行済株式総数は1,250株増

加し、37,712株となっております。

 

優先株式の普通株式への交換状況
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（１）取得及び消却した株式数      Ｃ種優先株式 1,250株

（２）交換により交付した普通株式数          1,250株

（３）交換後の発行済普通株式数           37,712株

 

 

３．株式分割及び単元株制度の採用

 当社は、2020年８月25日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、

株式分割に伴い、2020年８月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年９月14日付で定款の一部を変更

し単元株制度を採用しております。

（１）株式分割及び単元株制度の目的

 当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元

株式数（売買単位）を100株に統一することを目的とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた

行動計画」を考慮し、１単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。

 

（２）株式分割の概要

① 分割の方法

 2020年９月13日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株

式を、１株につき300株で分割いたしました。

② 分割により増加した株式数

分割前の発行済株式総数      37,712株

分割により増加した株式数   11,275,888株

分割後の発行済株式総数    11,313,600株

分割後の発行可能株式総数   43,754,400株

③ 株式分割の効力発生日

2020年９月14日
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２【その他】

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。 
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